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１.３.３. 中小企業におけるキャッシュレス決済手段導入状況 

中小企業のうち、小売業では約７割、最も少ない生活関連サービス業でも約４割がキャッシュレス決済を導入

済みとなっている。中小企業においても、一定程度キャッシュレス決済手段の導入が進んできている。 

一方で、全体の４割強の企業においては、現状でもキャッシュレス決済手段が利用できない状態となっている。 

 

図表 6 何かしらのキャッシュレス決済手段を導入している割合 

 

（出典）事務局が 2021 年 10 月に実施した中小規模店舗へのアンケート調査(有効回答数=1944) 

 

１.３.４. キャッシュレス決済が利用可能な環境における消費者の動向 

消費者がキャッシュレス決済を利用できる環境のさらなる拡大が必要である一方、キャッシュレス決済を導入済の

店舗等における消費者のキャッシュレス決済利用に関しても併せて拡大していく余地がある。 

一例として、様々なキャッシュレス決済手段が導入されている大手コンビニエンスストアにおいても、実際の利用は

金額/件数ともに４割弱であるという調査結果が出されている。キャッシュレス決済が利用可能な環境において、消

費者の積極的な利用を促進する必要がある。 

 

全体
（N=1944）

小売業
（N=355）

娯楽業
（N=102）

71.3%

生活関連サービス業
（N=499）

飲⾷サービス業
（N=873）

宿泊業
（N=115）

59.0%

61.9%

72.2%

44.3%

49.0%
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図表 7 コンビニにおける月間キャッシュレス支払金額(左)と支払件数(右) 

 

 

１.４. キャッシュレス決済の普及促進について 

キャッシュレス決済の普及を促進するためには、店舗におけるキャッシュレス決済の導入拡大及び消費者によるキ

ャッシュレス決済の利用拡大の二つの方向性が存在する。キャッシュレス決済利用者が増加すると、店舗が導入す

るメリットや必要性が増す一方、利用可能な店舗の拡大により利便性が向上することによって、消費者の利用拡

大が期待されることから、双方に並行して取り組むことが必要である。店舗における導入拡大に関しては、決済手

数料の高さが導入を妨げる大きな要因の一つとなっている。また、導入済の事業者からも、今後キャッシュレスの利

用拡大に伴い手数料負担が上昇すれば経営に困難を来すとの声も聞かれる。キャッシュレス決済の更なる普及に

は、手数料負担の低減が重要である。 

また、キャッシュレス決済の導入により、現金取扱いコストの削減等の様々なメリットが期待されるが、現状では

店舗における認識は十分とは言えず、キャッシュレス決済導入のメリットの整理と発信も必要である。 

一方で、消費者の利用拡大に関しては、ポイント還元事業等を通じて利得性に関心が高い層の利用は一定程

度進んだものの、使いすぎやセキュリティ等の不安を背景に利用をためらう層も一定程度おり、ナッジの技法を活用

した広報の検討等、こうした消費者の不安解消に向けた取組の推進が必要である。 

 

１.５. キャッシュレス決済を導入していない事業者の主な理由 

2021 年 1～2 月に経済産業省が実施した実態調査によると、キャッシュレス決済を導入していない事業者の主

な理由として、「顧客からの要望がない」が第１位、「手数料が高い」が２位、「導入のメリットが不明」が第３位と

なっている。 

飲食業等、キャッシュレス化が進んでいる業界では手数料等のコスト負担を挙げるケースが多い一方、業界として

もキャッシュレス化が進んでいない業界では、メリットが不明であることを挙げるケースが多い。 
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図表 8 キャッシュレス決済を導入していない事業者の主な理由） 

 

 

また、同調査によると、キャッシュレス決済の手数料率に関しては、いずれの決済手段であっても 3%台前半の占

める割合が高く、ポイント還元事業において 3.25%以下の手数料率を参加要件とした効果が継続していることが

伺える一方、店舗側で許容可能と考える手数料の上限については、2%台までという回答が全体の 8 割を超えて

いる。 

 

図表 9 キャッシュレス決済実態調査アンケート実施概要 

 

 

  

0 50 100 150

客からの要望がない

⼿数料が高い

導⼊のメリットが不明／実感できない

その他（自由記載）

端末導⼊費用等の初期費用が高い

⼊⾦サイクルが遅いのが困る

仕組みが難しい

店舗でのオペレーションが増えるのが困る。従業員の教育が大変。

通信費用や消耗品代等の⼿数料以外のランニングコストが高い

キャッシュレスを導⼊しない理由 [件]

(出典)経済産業省 キャッシュレス決済実態調査アンケート

キャッシュレス決済実態調査アンケート実施概要
中小加盟店におけるキャッシュレス決済⼿数料等の実態を把握
すべく、全業種を対象に加盟店向けのWEBアンケートを実施。

【調査実施期間】 2021年1月27日～2021年3月31日
【調査対象及び回答数】 全業種の加盟店／1189社が回答
【調査地域】 全国
【調査⼿法】 WEBアンケート

クレジットカード 交通系電子マネー その他電子マネー コード決済

0%台 2% 9% 10% 43%

1%台前半 3% 6% 6% 8%

1%台後半 2% 2% 4% 4%

2%台前半 6% 6% 6% 7%

2%台後半 9% 9% 9% 5%

3%台前半 39% 43% 40% 20%

3%台後半 21% 21% 19% 7%

4%台 7% 3% 3% 2%

5%以上 10% 3% 2% 5%

母数 650 301 300 653

(出典)経済産業省 キャッシュレス決済実態調査アンケート
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２. キャッシュレス決済のコスト構造 

２.１. コスト構造分析 

令和２年度検討会では、オフアスの場合のクレジットカード決済のコスト構造について分析を行った他、電子

マネー及びコード決済の主な費用項目等について分析を行い、中間整理として「キャッシュレス決済の裾野の更

なる拡大に向けてコスト構造等の分析・見直し」を施策の方向性の一つとして示した。 

これを受けて今年度は、クレジットカード取引について、前検討会では分析を行っていないオンアス取引時のコ

スト構造について決済代行業者（PSP）の介在有無別に分析した他、イシュアにおけるコスト構造の詳細化を

行った。また、電子マネー及びコード決済の平均的な取引を仮定し、その際のコスト構造の分析も行い、チャージ

手段別のコストの多寡についても推計した。 

なお、以下の分析は、中小店舗への導入を想定した場合のコスト構造について、複数の事業者へのヒアリン

グに基づいて実施したものである。 

 

２.１.１. クレジットカードのオフアス時のアクワイアリングコスト構造の全体像 

２.１.１.１. PSP 介在なし 

令和２年度検討会にて実施した、PSP が介在しない場合のクレジットカードのオフアス取引のコスト構造分

析によると、平均的な単価として決済金額を 5,000 円と仮定した場合、加盟店手数料収入に占めるインターチ

ェンジフィー/IRF（イシュア手数料）や、アクワイアリング業務のネットワーク・運営費用、端末費用の割合が大き

い。 

結果として、今回想定した条件下でのアクワイアリング事業に関しては、アクワイアラは利益を上げることがで

きていない可能性が高い。 
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２.１.７. 電子マネーのチャージ方法別の決済あたりのコスト分解 

電子マネーのイシュイングコストをさらに詳細化すると、チャージ関連の費用が最大の費用項目となっており、取

扱高の 0.6%程度だと推定される。また、ポイントを付与している事業者においては、同費用もコストの 3 分の 1

を占める。 

 

図表 18 電子マネーのチャージ方法別の決済あたりのコスト分解 

 

２.１.８. コード決済のアクワイアリング/イシュイングコスト構造の全体像 

２.１.８.１. PSP 介在なし 

コード決済事業者のシステム・業務は、アクワイアリングとイシュイングを分別してのコスト算出が難しいとの声が

聴かれるため、両者を合わせたものとして推計を行っている。また、現在、利用者・加盟店獲得のための戦略的

投資が広く行われ、各社戦略も大きく異なっているが、そうした個別事情を除く、一般的モデルを仮定している。 

結果として、チャージ関連費用の負担が大きく、コストの約半分を占めている。 

 

イシュア収⼊
1.5%

ポイント費用 0.50%

その他費用0.05%

⼈件費・業務委託費 0.10%

システム費用 0.20%

カード発行費用 0.02%

電子マネー事業者の収益 0.08%

チャージ関連費用
0.55%

収⼊ 費用

クレカ
1.3%

現⾦（店頭・ＡＴＭ）

0.30%

選択率
65%

選択率
20%

選択率
15%

チャージ⼿段別の費用／選択率

＜モデルケースの想定＞
ヒアリング等に基づき、以下の仮定を置いている。
・1回あたりチャージ額5000円
・チャージコストは現⾦・ATM15円/回、銀行引落30円/回、クレジット1.3%

銀行引落
0.60%

※収⼊及び費用項目としては、決済事業に関わるもののみを算⼊。
データ利活用を始めとする付加価値ビジネスに関するものなどは算⼊していない。
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２.１.９.コード決済のチャージ方法別の決済あたりのコスト分解 

コード決済においては、電子マネーと比較して現金チャージの比率が低く、銀行引落及びクレジットカードからの

チャージの比率が高い傾向にあり、チャージ関連費用が高止まりする要因となっていると考えられる。 

下記では主な利用方式であるチャージ方式のケースについて推計を行っているが、チャージ方式の他、コード決

済においてはクレジットカード連携での利用ケースも存在する。 

 

図表 21 コード決済に係るチャージコストの推計 

 

第１・2 回検討会での主な意見は以下の通り。 

（分析の意義について） 

 コストは加盟店の導入の障害となっているため、現状を明らかにするとともに、業界全体の状況を考慮し

た議論をすべき。 

 諸外国と比較して日本の加盟店手数料が高いように見える。昨今、日本の物価水準の低さ等も指摘さ

れる中で、なぜ日本の加盟店手数料が高いのか明らかにしてほしい。  

 こういった会議体でサービス提供側のコスト分析を実施し、業界としてコストダウンに向けて働きかけていた

だくのは、利用者の立場としては助かる。 

（分析の進め方について） 

 商習慣が日本と異なることは前提とした上で、モデルとなる海外のイシュア・アクワイアラの収支構造があ

れば参考になる。 

 キャッシュレス比率が上がればどのコストが下がるかシミュレーションする価値はあるのではないか。セキュリテ

ィ対策やチャージ方法の変化によりコストが上がる要素もあるはずである。 

クレカ
1.80%決済あたりの

チャージ関連費用
平均値
1.08%

現⾦（店頭・ＡＴＭ）

0.63%

選択率
30%

選択率
40%

選択率
30%

＜モデルケースの想定＞
ヒアリング等に基づき、以下の仮定を置いている。
・1回あたりチャージ額4000円
・チャージコストは現⾦・ATM25円/回、銀行引落35円/回、クレジット1.8%

チャージ⼿段別の費用／選択率

銀行引落
0.88%
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 コスト構造分析や透明化は重要だが、適正化に関しては前回の公取委の調査の際はカード会社と加盟

店との関係では独占禁止法上の問題はないとされている。適正化の議論は誰の立場で議論するのかに

より異なるうえ、競争阻害にならないか、センシティブな問題であることを十分に認識する必要がある。 

 地方自治体への納税時、クレジットカードを用いると決済手数料は納税者負担である。中小加盟店は

手数料の高さを不満に感じており、手数料を消費者負担に出来ないことを疑問に思っている。海外では

サーチャージが解禁されている事例もあるが、日本ではなぜ解禁されないのか。 

（クレジットカード決済の分析結果について） 

 不正対策費用が 3～5 割増加しているという点やシステム投資について記載いただいた。また、不正アタ

ックは金額ベースで毎年 3～4 割程度増えている。不正対策の重要性は増しており、継続的な改善・強

化が必要。   

 不正対策コストは、今後、クレジットカード会社以外の決済事業者にも必要になるコストである。コストを

費やした結果、現金と比較してどれほど安心・安全か、加盟店と  消費者に実態を示す必要がある。 

（電子マネー・コード決済の分析結果にいて） 

 電子マネーのチャージの比率について、現金が多いと言及があったが、それはあくまで現状であり、今後のキ

ャッシュレスの発展に伴って比率が変化していくことには留意が必要である。キャッシュレス化やモバイル化が

進むと必然的に銀行引落やクレジットカードの割合が上がり、コストが全体的に上昇することはやむを得な

いと認識している。 

 チャージ費用の負担はコード決済を含むプリペイドの決済手段に様々な影響を与えており、その相互作用

性について改めて認識して議論すべきである。 
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２.２. インターチェンジフィーの公開に係る検討  

インターチェンジフィーについては、公正取引委員会「クレジットカードに関する取引実態調査報告書」（平成

31 年 3 月）等において、「公開が望ましい」という方針が提示されている。インターチェンジフィーの公開を通じ

て、市場の透明性が向上することは、競争を活発化し、インターチェンジフィーによる業界関係者間のバランス調

整を適切に作用させていくことにも資すると考えられる。 

一方で、インターチェンジフィーを公開することについての令和２年度検討会の議論においては、公開によって

決済会社や加盟店、消費者に各種の影響が生じるため、その影響の内容について精査した上で議論をすべき

との指摘も委員からはなされた。 

本検討会においては、公正取引委員会により提示された方針を着実に実行に移していくにあたって、公開に

よって起きるであろう影響内容を整理した上で、公開の内容や方法等についても検討を行った。 

 

２.２.１. インターチェンジフィー公開の意義 

現在、中小加盟店向けの標準的な加盟店料率や平均的なコスト構造は公開されているが、業種によるコス

ト構造の違いが不明なため、自社の加盟店手数料水準が高い場合も、それが自社の業種によるものなのか、

各契約の個別事情によるものなのかが把握できない。 

業種別のインターチェンジフィーが公開されることにより、相場観を持って、アクワイアラ等との価格交渉や乗り

換え検討が可能となると考えらえる。 

インターチェンジフィーの公開の意義は、市場の透明性をより高め、加盟店の価格交渉等に活用できる情報を

増やすことにより、キャッシュレス利用拡大に伴い上昇する加盟店負担の軽減、アクセプタンスの拡大、及びコス

ト負担の在り方等に関する議論の活発化を図ることにある。 

 

図表 22 インターチェンジフィー公開による中小加盟店が確認できる情報の変化とその効果 
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２.２.２. インターチェンジフィー公開の影響 

インターチェンジフィー公開により、短期的には、インターチェンジフィーと加盟店手数料の差分が大きい場合等

に、加盟店とアクワイアラ、及び PSP の間で加盟店手数料に係る価格交渉が発生し、加盟店手数料が低下

する場合がある。 

PSP においては、アクワイアラとの価格交渉により低下した加盟店手数料の減少分を、適切に加盟店にも還

元することが期待される。 

また、長期的には、インターチェンジフィー公開がインターチェンジフィー水準やアクワイアラの加盟店向けサービ

ス、イシュアの消費者向けサービスの変化に繋がる可能性も否定できないため、影響については継続的に注視す

る必要がある。加えて、日本においては、アクワイアラ・イシュア間における加盟店手数料の配分を個別の相対契

約により決定する仕組みを取っている国際ブランドも有力であり、国際ブランド間の競争にも影響を与える可能

性も指摘されている。 

 

図表 23 インターチェンジフィー公開による短期及び中長期の影響の整理 

 

 

なお、海外では、アメリカ・EU・オーストラリア等において、消費者保護や中小事業者への配慮といったそれぞ

れの目的に応じて、インターチェンジフィーの公開が行われているほか、上限規制が導入されているが、調査結果

の範囲では、インターチェンジフィー公開による決済件数や金額への影響は明確には見られない。 

一方で、上限規制を導入した場合、加盟店手数料を引き下げる効果が強く生じ、結果として、デビットカード

等、クレジットカード以外の他決済手段のシェアが拡大する等の効果も生じうる。ただし、上限規制を含めた対

応を行っている国々においてもキャッシュレス決済全体の件数や金額の伸びを妨げるような影響が明確に見られ

ない。 
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海外事例を鑑みれば、上限規制等を伴わないインターチェンジフィーの公開によっては、消費者のキャッシュレ

ス決済の利用を阻害するような影響は軽微であると予想され、大きな影響がでる可能性は低い。 

 

図表 24 海外におけるインターチェンジフィー公開・上限規制の影響（アメリカとオーストラリアの事例） 

 

 

２.２.３. インターチェンジフィーが介在する取引の範囲 

アクワイアラとイシュア間の利益配分に関して標準料率を設定しているのは 4 パーティモデルの取引を基本とす

る VISA 及び Mastercard の 2 ブランドである。一方で、3 パーティモデルを基本とする JCB 及び American 

Express 等においてもアクワイアラとイシュアが異なる形態も存在するが、標準料率の設定は行われていない。 

また、海外においては多くはシングルアクワイアリングであり、大部分の取引に標準料率が介在している一方

で、日本においては VISA 及び Mastercard の 4 パーティモデルの取引においても、日本特有のマルチアクワイア

リング環境により、標準料率が介在しない取引が多く存在している。 

これらを踏まえたヒアリングによれば、VISA 及び Mastercard の標準料率を公開対象として考えた場合、こ

れによりカバーされる範囲は取扱高に占める割合で 3 割程度*と推定される。 

また、一般的にマルチアクワイアリングは大手加盟店において多く、中小店舗向けに実施した調査において

は、VISA 及び Mastercard の契約形態としては、直契約によるシングルアクワイアリングとなっている店舗の割

合が 5 割強となっており、シングルアクワイアリングの場合にはオフアス取引の割合が相対的に多くなることから、

取扱高に占める割合としても、中小店舗においては前述の「3 割程度」よりさらに大きいものと想定される。 

ただし、オンアス取引においても社内取引価格として標準料率を使用しているとのコスト分析の結果等を踏ま

えると、この部分についても一定程度の影響が期待できる。 
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図表 25 インターチェンジフィーが介在する取引の範囲の整理 

 

 

２.２.４. インターチェンジフィー公開に向けた今後の方向性 

加盟店手数料低減に向けた取組の一つとして、インターチェンジフィー公開により市場の透明性をより高め、

加盟店におけるキャッシュレス決済事業者の選択の変化や価格交渉の活発化等、市場の競争性の向上が期

待されることから、インターチェンジフィー公開に向けた取組を進めるべきである。 

これにより、加盟店負担の軽減、アクセプタンスの拡大、及びコスト負担の在り方等に関する議論の活発化

を図ることができる。 

ただし、直接的にインターチェンジフィーが適用される範囲は VISA 及び Mastercard のオフアス取引であること

から、加盟店の更なるコスト構造の理解には、インターチェンジフィーに加えて、これら 2 ブランドのオンアス取引、

及び他ブランドのコスト構造（アクワイアリング/イシュイングのコスト配分等）に関しても把握できる環境を整える

ことが重要である。 

そのためには、いずれのブランドのカードにおいても、インターチェンジフィーの料率（インターチェンジフィーの適用が

ある場合）、イシュイングコスト等、アクワイアリングとイシュイングのコスト配分に関する情報について、契約時や

加盟店から要望があった際にアクワイアラから加盟店に対して十分な説明がなされる必要がある。PSP において

も、アクワイアラからの説明を踏まえて加盟店への適切な説明を行うことが望まれる。 

こうした取組等により、インターチェンジフィーの設定があるブランドだけでなく、競争環境にある他のブランドも含

め、加盟店の負担とキャッシュレス導入メリットに即した適切な手数料率に収斂していくことも期待される。 

今後、インターチェンジフィーの公開を含む上記の取組による市場への影響・効果を計る上では、加盟店によ

る価格交渉やアクワイアラによる加盟店への説明の実施状況、加盟店手数料の水準変化や消費者への影響

等のモニタリングが重要である。その結果、加盟店負担の低減効果が乏しい場合や望ましくない影響が生じる

場合には、日本のキャッシュレス決済を取り巻く環境等も踏まえ、様々な観点から必要なルール整備を含め対

応を検討すべきである。 

 

第１・2 回検討会での主な意見は以下の通り 

（インターチェンジフィーに関する情報提供の意義） 

 インターチェンジの仕組みに対する理解を深めていただくとともに、インターチェンジを介さない取引があること

についても関係者の理解が進むことは望ましい。総合的に加盟店側が決済事業者やサービスを自由に選

択できる環境の整備が有意義。 
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（インターチェンジフィーの公開に係る検討の進め方） 

 インターチェンジフィーの開示や変更は、消費者を含む各ステークホルダーに影響し、利用促進や不正利用

対応・未収リスク等の安心・安全なキャッシュレス決済の阻害要因になる可能性もあることから、慎重に

検討すべき。 

 公正取引委員会の重要な提言から既に２年が経過している。この先どういう進め方があるかについて展

望が見えるような議論がなされるべき時期である。 

 

２.３. 協調領域 

２.３.１. 業界協調によるコスト削減について 

業界各主体は、すでに、ネットワーク・端末費用やセキュリティ/不正検知に関して、業界協調の取組が行わ

れている。こうした取組は、スケールメリット等によりコスト削減にも資するものと期待される。 

今後は、既存の取組についても引き続き推進が望まれるとともに、それ以外のシステム・運営におけるコモディ

ティ部分についても、業界協調による新たな取組に向け、フィージビリティを含め業界各主体による検討を進めて

いくことが必要だと考えられる。 

 

図表 26 業界各主体による協調及びコスト削減に資する取組の整理 

 

 

２.３.２. コスト削減に向けた現状の取組内容の例 

現状の取組の事例として、業界団体において、端末低廉化やペーパーレス化に向けたルールやガイドラインの

改定等が実施されていることが挙げられる。また、一部の決済ネットワーク事業者においては、少額決済向けにネ

ットワーク利用料を定額から定率型へ変更した新たな料金プランを提示し、すでに一定の取引が同プランを用い

て実施されている。 
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図表 27 業界各主体によるコスト削減活動の事例 

 

 

２.３.３. プロセシングにおける新たな協調の可能性 

今後の新たな取組分野として、業界各主体が、プロセシング部分で協調することも考えられる。 

クレジットカード会社は、それぞれで自社システムを保持しており、ポイント還元等の多様化するサービスへの対

応や法令改正等に各社個別に対応している。しかしながら、各社の処理が共通であり、かつ各社が競争領域

でないと考える業務については、加盟店・利用者情報等は引き続き各社それぞれで保持しつつ、業務自体はシ

ステム等の共同利用するような形を模索することで、中長期的に業界全体として効率化・コスト削減を図ること

が可能と考えられる。 

 

図表 28 プロセシングの協調イメージ 
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２.３.４. 協調の促進に向けた今後の議論 

前述の通り、プロセシング等の新たな領域において協調し、水平分業を進めることで、更なる効率化やコスト

削減に結び付く可能性があるが、そうした各領域については、協調領域であるか競争領域であるかが各社で判

断が分かれており、取組が進んでいない現状がある。 

一方で、検討会においても、テクノロジーの進展に伴い、従来からの競争領域が成熟した領域へと変化してい

る場合もあるとの意見もあった。改めて領域の切り分けの判断を行うことは有意義と考えられる。ただし、システム

面等は各社による差分が大きい部分であり、協調による効率化やコスト削減効果が得られるか否かについても、

各社で精査が必要である。 

また、各社での協調領域をつなげる議論を民間のみで進めることは難しいことから、官民で共同して進めてい

くことが有意義という意見もあった。 

こうした点を踏まえると、業務やシステムの共同利用等の取組については、ある程度の規模であれば業界全

体での取組でなくても効果が期待されることから、今後、協調可能な分野について、各社の実態把握も含め、

引き続き検討を進めていく。当該検討を通じて、協調を志向する事業者間で、費用対効果等の検証を含めた

具体的な検討が進むことが期待される。 

また、コード決済等のキャッシュレス手段において、不正利用に関連する情報を事業者間で迅速に共有するこ

とによって不正利用の被害拡大を防止する仕組みの構築等も進められている。今後は、一部の決済手段での

取組に留まらず、他のキャッシュレス分野でも不正利用防止の協調的な取組の実施が喫緊の課題である。 

上記を含むコスト削減に向けた取組を通じて、中小店舗等がキャッシュレス決済を導入しやすい環境整備を

引き続き進めていく。 

 

第１・2 回検討会での主な意見は以下の通り 

（協調領域検討の進め方） 

 コスト削減のみを目的にし、協調領域を議論すると、話が矮小化するため、幅広い視野で協調領域に取

り組むことによる社会へのメリットを議論する必要。例えば、不正利用で使われた端末情報の決済事業

者間での情報連携は FATF（Financial Action Task Force on Money Laundering：金融活動作業

部会）対応に繋がり、結果的にはそれがコスト削減に資する可能性もある。 

 コスト削減の文脈で協調領域という話が出ているが、重なり合う部分については業界で協調してコスト削

減できれば良い。一方、コスト構造が異なるものは同一視できないため、各決済手段一律ではなくそれぞ

れのコスト構造が適切に反映された加盟店手数料が中小店舗に提示されると、更なるキャッシュレスの普

及に繋がると考えている。 

 決済がデジタル化し、汎用的、ボーダーレス化するとセキュリティに対する中長期的な投資が大きくなる。そ

の点を含め、協調領域と競争領域は見極める必要がある。また、各社はイノベーションにも投資している。

イノベーションの阻害とならないよう、各決済事業者で線引きすることは難しいため、検討会を通じて、今

後の方向性を議論したい。 
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３. キャッシュレス決済の政策的意義 

３.１. 社会的意義(追加経済効果やコスト削減(現金コスト)) 

店舗における決済関連コストとして、キャッシュレス決済のコスト（決済手数料等）が指摘されることが多い

が、実態としては現金の取扱いにもコストが発生している。しかし、キャッシュレス決済のコストに比して、店舗から

は現金取扱いコストは見えづらくなっている。店舗における現金取扱いコストを定量的に「見える化」することで、

店舗において、キャッシュレス決済のコストと現金取扱いコストを比較することが容易になり、キャッシュレス決済の

メリット等も加味しつつ、キャッシュレス決済の導入の要否を適正に判断することが可能となる。 

令和２年度検討会においては、「今後キャッシュレスが増えて現金が減った時点におけるコスト負担を分析す

ることにも意義がある」「キャッシュレス側のコストについても勘案する必要がある」といった意見が挙がっている。 

これらの背景を踏まえ、今年度は、キャッシュレス化の政策的意義として、コストと経済効果について、より広

範な定量的試算を行った。 

３.１.１. 追加経済効果やコスト削減(現金コスト)、キャッシュレス決済コストに係る検討 

キャッシュレス化の進展により想定される社会全体としての効果・影響に関して、「経済効果（売上拡大・市

場創出）」、「コスト削減（現金の社会コスト削減）」、並びに「キャッシュレス決済コスト」の 3 点から調査・推

計を行った。 

 

図表 29 キャッシュレス化の進展による効果（本検討会での調査・推計の範囲） 

 

 

３.１.２. 経済効果やコスト削減効果、増加コストの観点 

キャッシュレス化が進展した場合の経済効果・コスト削減効果・増加コストとして、以下の観点から算出・推

計を行った。 

 

キャッシュレス化の進展による効果
（本検討会での調査・推計の範囲）

経済効果
（売上拡大・市場創出）

コスト削減
（現⾦の社会コスト削減）

＋

• 機会損失解消・粗利益増加
• 市場創出

• 店舗における現⾦コスト
• 銀行・ATMにおける現⾦コスト
• その他の社会コスト

キャッシュレス決済
コスト

－

• キャッシュレス決済インフラコスト
• キャッシュレス決済事業コスト
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(1 人あたり人件費)＝4,100 億円 

銀行 ATM/ 

コンビニ ATM 

ATM 警送会社委託

費 
1,200 

ALSOK 社 IR データより、事務局推計 

18.6 万台(ATM 設置台数）×65 万円(警備輸送費の売上高÷(ATM

総合管理台数＋入出金機オンラインシステム台数))=1,200 億円 

※ATM 設置台数計算方法 

9.8 万台(銀行)＋3.2 万台(ゆうちょ銀行)＋2.6 万台(セブン銀行)＋1.3

万台(ローソン銀行)＋1.2 万台(イーネット)＋0.63 万台(イオン銀

行)=18.6 万台(全国銀行協会、各銀行公開資料より事務局推計) 

ATM 事業運営経費 1,700 

セブン銀行 IR データより、事務局推計 

18.6 万台(ATM 設置台数)×92.8 万円/台(ATM 一台あたりの資金調

達費＋業務委託費＋保守管理費)=1,700 億円 

ATM 機器費・設置

費 
1,900 

ATM 機器費：電子情報技術産業協会（JEITA）統計による出荷額

ベース（ハードウェア＋ソフトウェア） 718 億円 

ATM 設置費： 18.6 万台(国内 ATM 設置台数）×63 万円/台

(ATM 設置支払手数料）=1,160 億円 

流通・ 

サービス業 

現金関連業務人件

費 

（レジ決済） 

4,500 

店舗アンケート及び経済センサスを用いて、レジ決済人件費における、

現金支払いの追加コストを事務局にて推計。 

現金 100%時の推計値（1 兆 2,700 億円）ー完全キャッシュレス時の

推計値（8200 億円）＝コスト削減効果（4,500 億円） 

現金関連業務人件

費 

（その他レジ決済以

外） 

10,000 

店舗アンケート及び経済センサスを用いて、以下業務にかかるコストを事

務局にて推計。 

「レジ残金確認、売上集計、金融機関での現金の両替作業、釣銭準

備、売上金（現金）を銀行口座に入金」 

ハードウェア 1,300 

店舗アンケート及び経済センサスを用いて、以下項目にかかるコストを事

務局にて推計。 

「監視カメラ費用」「自動計測機・カウンター費用」 

両替・入金手数料

等 
1,200 

店舗アンケート及び経済センサスを用いて、以下項目にかかるコストを事

務局にて推計。 

「両替手数料」「入金手数料」「現金の回収・入金機の利用料」 

その他 470 

店舗アンケート及び経済センサスを用いて、以下項目にかかるコストを事

務局にて推計。 

「現金トラブル被害額」 

ユーザー 

財産犯のうち現金被

害額 
695 警察庁「犯罪白書」 

偽造紙幣被害 0.26 警察庁「偽造通貨の発券枚数」より事務局推計 

合計  28,300  

※ 現時点（キャッシュレス決済比率 29.7％）の現金決済コストを算出 

 

３.１.５. キャッシュレス化の進展に伴う社会全体への効果 

今回試算したキャッシュレス化の効果/コストの双方について、キャッシュレスの利用拡大に伴い増加する変動

費の部分と固定費の部分の切り分けを行い、キャッシュレス化の進展に伴う変化のシミュレーションを実施した。 
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その結果、現状のキャッシュレス決済比率（30%）においても、キャッシュレス決済のインフラ/事業コストを上

回る経済効果・現金コスト削減効果が得られた。また、キャッシュレス化の進展に伴い、さらなる効果が期待され

る。 

 

図表 37 キャッシュレス化の進展に伴う社会全体への効果 

 

 

３.２. 新たな指標 

３.２.１. 新指標の位置付けと意義 

現行の指標は国際比較可能性を重視し、民間消費に占めるキャッシュレス決済金額の比率を算出してい

る。但し、口座振替等の現金を伴わない支払が分子に含まれない等の課題もある。 

こうした状況を踏まえ、現行の指標にて従来掲げている「2025 年までにキャッシュレス決済比率を４割程度と

する」という目標を引き続き堅持する一方、国内の状況についてより消費者実感に即した新たな指標を並行し

て算出・公表することを検討している。 

以下の 3 案を新たな指標の候補とした。 

１. 現在のキャッシュレス決済比率の構成要素を見直す 

２. 全体のキャッシュレス化状況を測る指標として、新たに「キャッシュレス決済回数」に基づく指標を設け

る 

３. キャッシュレス化の進展には、加盟店のアクセプタンス拡大と消費者の利用拡大の双方が必要である

事から、それぞれの進捗を測る二つの指標を設ける 
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• 鉄道やバスでの利用分について、すでにキャッ

シュレス化が進んでおり、あえて指標に入れな

くてもよいのではないか。 

• 消費者の支出の全体に対しての比率とするため、交通費について

もキャッシュレスとして算入することを目指す。 

• 口座振替や口座引落についてもキャッシュレ

スであることが伝えられるとよい。 

• 団体等でどの程度の集計が可能かを確認するとともに、「キャッシュ

レス」の範囲の伝え方について検討を行う。 

案

② 

• 回数ベースの統計はほとんど存在せず実態

がつかみづらいので把握できるとありがたい。 

• 個々の決済手段の統計においては回数の情報もある程度存在す

るため、まずはこれを活用するとともに、不足する情報については、

収集するよう各社・団体に協力を求める。 

• 少額で利用していることがわかってよい。 
 

• （利用者数や加盟店数と異なり）ダブルカ

ウントにならない点はメリット。 

 

• ①と②とで状況が把握できるようになるのは

よい 

 

案

③ 

• 各社の利用データを細かく開示してもらうのも

よい。 

• 必要な情報を収集するよう各社・団体に協力を求める。 

• 加盟店数の重複の排除は困難。 • 加盟店を法人番号で管理することを必須とする等、加盟店管理の

在り方から整理することが考えられる。方法について検討を行う。 

• 加盟店数の正確な把握はビジネス上も有

用。 

 

 

３.２.７. 新指標についての今後の進め方 

委員からいただいた意見を踏まえ、口座振替、銀行引落、キャリア決済、交通系 IC による乗車等に関して、

指標に算入するキャッシュレス決済の範囲を明確化する。 

また、全ての指標案について、国際比較可能性を必須とせずに検討を進めつつ、国際比較可能な算出方

法にも可能な限り留意する。 

①「金額比率の調整」に関しては、指標に算入するキャッシュレス決済の範囲を踏まえ、追加で集計すべき内

容と方法の整理を行う。B2B の扱いは精査したうえで各決済の平仄を合わせる。また、分母については消費支

出から帰属家賃等の金銭の授受を伴わない項目を除いたものを減じる。 

②「決済回数」についても、①と同様の対応を行う。また、回数の情報を各社・各業界団体の公表情報から

取得するとともに、より適切な情報の取得可能性について調整を行う。 

他方、③「アクセプタンスの拡大・消費者の利用拡大」に関しては、情報の有用性が確認された一方、算出

方法に課題があり、実現に向けて更なる検討が必要である。 

 

第１回検討会での主な意見は以下の通り。 

（政策的意義・指標の検討について） 

 改めて、キャッシュレス決済の拡大目的を消費者、店舗、政府、決済事業者等の各関係者間で確認・

合意し、共通認識としたうえで、その方策について議論していくべき。 

 キャッシュレス決済普及の指標として、従来の金額ベースのキャッシュレス決済比率に加え、消費者・加盟

店にとってのキャッシュレスの浸透度合いの実感に合うものとして、決済回数を評価すべきではないか。 
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 金額ベースの指標についても、分母となる民間最終消費支出から「持ち家の帰属家賃」を除き、よりキャ

ッシュレス決済が浸透しているとのメッセージを打ち出してはどうか。 

 現在の KPI は国際比較のために有用であるが、課題もあるので、消費者の実感にあった別の手法も検討

が必要である。 

 日本のキャッシュレス決済を考えるうえで、現金のあり方を考えることは必要不可欠である。現金の使い勝

手を現状のまま残すことが前提か、現金に何らかの規制を導入するかで、進むべき方向性が変わる。 

 キャッシュレス決済の安心・安全面の深堀りをするべきである。具体的には、不正対策の状況、不正発生

の実態を調査し、現金の不正発生率と比較することが有効である。 
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３.３.２.「消費者への周知・広報に関する調査」の全体像 

消費者への意識調査により、キャッシュレス決済を利用していない、もしくは利用頻度が低い消費者について、理

由の確認を改めて実施した。その結果を踏まえ、特にキャッシュレス決済に対して何らかの不安を抱いているために

利用を躊躇っている消費者に関して、性別/年代/利用頻度等に応じてどのような不安を抱いているかの分析を行っ

た。 

 第 1 回意識調査にて抽出された不安要素に対して、これに対応できるような業界の取組等を盛り込んだ、不安

を解消するための簡単なメッセージを作成し、2 回目の意識調査によってこうしたメッセージによる不安解消効果を確

認した。その後、調査対象の消費者へのヒアリング等によりさらにメッセージの改良を実施した上で、これを活用した

周知・広報媒体案を作成した。 

 

図表 44 スケジュールの詳細 

 

 

３.３.３. 第１回消費者意識調査 構成 

ナッジで行動変容を促すためには、キャッシュレス決済の利用に消極的である心理的要因に対応した、適切なメ

ッセージを作成する必要がある。そのため、第１回消費者意識調査では、キャッシュレス決済の利用頻度別にキャッ

シュレス決済の利用に消極的な理由を調査した。また、年齢/性別等、消費者の属性により、特に抱いている不安

の内容にどのような違いがあるかの分析を行った。 

調査結果としては、「不正利用や悪用リスクへの不安」をはじめ、多くの消費者はキャッシュレス決済に何らかのリ

スクを感じているために、利用に消極的であることが判明した。特に、意識調査の対象者のうち、過半数の消費者

がキャッシュレス決済に対し、「盗難・紛失リスクへの不安」、「個人情報流出リスクへの不安」、「不正利用や悪用

リスクへの不安」を抱いていた。 

ターゲットの選定
課題要因の特定

周知・広報案の作成

• ターゲットの選定
（性別/年代/利用頻度/居住地等）

• キャッシュレス決済を利用しない原因の特定

• 上記効果検証を踏まえたメッセージの作成
• 広報媒体の検討

調査事項 実施調査

• 第1回消費者意識調査
（11月26日～12月2日）

• 周知・広報案の作成

効果検証② • キャッシュレス決済の利用済/未経験者にヒアリング
• 行動変容を促す、より好ましいメッセージの検討

• 消費者ヒアリング

メッセージ案の検討と提示
効果検証①

• 上記意識調査結果を踏まえたメッセージ案の検討
• 再意識調査によるメッセージ案の提示と行動変容

の確認

• 第2回消費者意識調査
（12月4日～12月10日）

• 行動経済学有識者ヒアリング
ナッジの活用方法の検討 • ナッジの活用方法の調査

• ナッジを活用する上で留意するべきポイントの確認
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３.３.９. 広報媒体（チラシ）案 

各種事例を基に、ナッジを活用した広報媒体を作る際のポイントを以下に整理した。 

広報物作成に関する専門家の意見も加え、チラシを前提とした広報媒体案を作成した。 

 

図表 51 広報媒体（チラシ）案 

 

３.３.１０.消費者への周知・広報についての今後の進め方 

消費者の利用拡大に関しては、利得性に関心が高い層へのアプローチを中心にこれまで進めてきたが、使いすぎ

やセキュリティ等の不安を背景に利用をためらう層も一定程度おり、こうした消費者の不安解消に向けた取組の推

進が必要である。 

そのため、消費者への意識調査により主な不安要素を整理した上で、ナッジの技法を活用した簡単なメッセージ

等によりこうした不安要素を一定程度解消できるか否かの検証を行い、一定の効果があることを確認した。 

こうした検証結果を受けて、今後は利得性を訴えるのみならず、不安を解消するための仕組みの提供と周知も

実施していくことが重要である。また、広報を行うにあたっては、性別や職種等により抱いている不安の傾向に違い

があること、広報媒体についても効果が大きいターゲットに違いがあることを念頭に、アプローチを検討する必要があ

る。 

キャッシュレス決済の低頻度利用者に関しては、既存のパス等を活用して民間でのアプローチが有効ではないかと

想定される。一方、キャッシュレス決済未利用者に関しては、メッセージの有効性等も加味し、官民双方において適

切なアプローチ方法を検討する。 
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また、上述のような消費者への周知・広報等を含め、消費者の利用拡大に向けた取組ついて引き続き検討して

いく。 

 

第１・2 回検討会での主な意見は以下の通り。 

（周知・広報の対象について） 

 キャッシュレス決済比率の向上を目的とすると、周知・広報の主な対象は、キャッシュレス決済の利用経

験のない人よりは週１～３回程度の利用者とする方が効果的ではないか。 

（周知・広報の内容について） 

 デジタル化の進展ということ自体が、豊かな購買体験や効率的かつ安全な購買を促進するものであるた

め、そういった視点も明らかにすべき。 

 同じ属性の人がキャッシュレス決済を使ったことでどうなったか、実例を伝えることが出来れば行動を変える

きっかけになるのではないか。 

 キャッシュレス決済の利用経験がない人の要因を確認する必要がある。例えば、キャッシュレス決済の安

全性に不安があるのであれば、不正利用への対策コストを伝えることで、安全性を伝えられればよい。 

 ユーザーが経済的メリットだけでは動かないという主張には同意する。 

（周知・広報の方法について） 

 キャッシュレス決済普及のために、消費者がメリットを理解し享受できるように消費者・生活者の目線が必

要。分かりやすく消費者に伝わる方法や媒体等について検討すべき。 

 キャッシュレスを使用しない、または使用頻度が低い理由は、決済金額、世代、地域等により異なるはず

である。より有効な軸で消費者を分類し、どの層の利用がどこまで上げれば全体でどれだけ効果的か判

断した上で今後の施策に繋げると効果的である。 
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４. キャッシュレス決済加盟店舗等の状況 

令和２年度検討会において、キャッシュレス決済を店舗に導入するメリットが見えづらい事が指摘された。これを

受け、今年度は、各事業者・店舗がキャッシュレス決済導入の要否を適正に判断し、自社に最適なキャッシュレス

を選択できる環境の整備に向け、店舗におけるキャッシュレス決済の導入に係るメリットを「見える化」すべく以下の

検討を実施した。 

 

➢ キャッシュレス決済の店舗におけるメリットの定量化 

✓ 店舗へのヒアリング調査 

✓ 先進的な取組を行っている店舗へのヒアリング調査 

✓ 店舗における計測調査（レジ業務における決済に要する時間の計測調査） 

➢ 店舗への周知・広報 

➢ キャッシュレス決済におけるペーパーレス 

 

４.１. 店舗へのヒアリング調査 

４.１.１. 店舗アンケートとヒアリングの概要 

キャッシュレス決済導入に係るメリット・デメリット及びキャッシュレス決済の未導入理由について把握するため、店

舗におけるヒアリング調査を実施した。ヒアリング調査にあたっては、事前にアンケート調査を実施し、事業規模やキ

ャッシュレス決済導入の有無、実感しているメリット・デメリット等の回答を元に、ヒアリング対象を抽出した。 

抽出した対象に対し、キャッシュレス決済導入店舗については、キャッシュレス決済を導入したことによる「売上の

拡大」と「費用の削減」の具体的な内容と共に、キャッシュレス決済導入に伴うデメリットについて、キャッシュレス決

済未導入店舗においては、未導入の理由や導入のきっかけとなり得る事項について、それぞれ聞き取り調査を実

施した。 

 

図表 52 店舗アンケートとヒアリングの概要 

[店舗アンケート] 

◼ 調査時期：2021 年 11 月 

◼ 対象業種：小売業、飲食業、生活関連サービス業等（いずれも中小企業） 

◼ 本調査回答数：全体：1,031 件（キャッシュレス決済導入済み：825 件、未導入：206 件） 

[店舗ヒアリング] 

◼ 調査時期：2021 年 12 月 

◼ ヒアリング実施件数：全体：９件（キャッシュレス決済導入済み：５件、未導入：４件） 

主な調査項目： 

＜キャッシュレス決済導入済み＞ 

⚫ キャッシュレス決済導入によるメリット・デメリット 

＜キャッシュレス決済未導入＞ 

⚫ これまでのキャッシュレス決済導入の検討状況とキャッシュレス決済未導入の理由の聞き取り 

⚫ キャッシュレス決済導入のきっかけとして想定される事項 等 
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図表 62 レジ業務における所要時間の比較 

 

 

上記の結果をさらに分析すると、キャッシュレス決済は、現金決済との比較で「レジ業務に要する時間」について、

平均値がマイナス 9.2 秒/回、中央値がマイナス 8.5 秒/回となり、素早い支払いが可能となることが分かった。 

また、それぞれの決済手段における決済に要する時間のデータのばらつきを四分位範囲で確認すると、現金決済

は 16.2 秒/回、キャッシュレス決済では 10.7 秒/回となった。ばらつきの時間が約３分の２になったことから、キャッシ

ュレス決済の方がより素早い決済を、より安定的に実施できる傾向があると言える。 
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図表 63 レジ業務における所要時間の比較 

 

 

４.４. 店舗への周知・広報 

令和 2 年度検討会においてキャッシュレス決済のメリットが見えづらいことを指摘されたことを踏まえ、各種調査の

実施によって把握したメリット等を周知・広報すべく、対象、場所、情報の検討を行った。 

以下の検討を踏まえ、キャッシュレス決済のメリット等に関するコンテンツを、来年度以降に作成し、周知・広報を

行う予定である。 

 

４.４.１. 店舗に対する周知・広報の対象とポイント（対象） 

より効果的に周知・広報を行うためには、「店舗」という曖昧な対象ではなく、経営者という「個人」を対象として、

必要な情報を届けることを意識することが必要と考えられる。 

主な対象者を、キャッシュレス決済事業者等による提案や営業が及びづらく、売上規模が比較的小さい、中小

規模の小売業、宿泊業、飲食業、生活関連サービス業の経営者と想定した。 

また、キャッシュレス未導入店舗に対し、キャッシュレス決済を導入したいと思う理由について調査を行ったところ、

そもそも「キャッシュレス決済を導入しようとは思わない」と回答した店舗が 58.3%となった。この結果も踏まえ、全て

の経営者を周知・広報のターゲットとするのではなく、キャッシュレス決済未導入店舗のうち、変化を受容する可能

性のある経営者や変化しようとしている経営者（41.7％）を主なターゲットとして想定することとした。 
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者・店員それぞれが、現金の準備や受け渡し等に時間を要するものの、それらの動作が不要となるキャッシュレ

ス決済の利用により、効率的にレジ業務を行うことが可能になると言える。 

 

図表 67 現金決済とキャッシュレス決済のレジ業務所要時間の比較（左）と各種方式のレジ業務所要時間の比較

（右） 

 

 

◆ キャッシュレス決済は、現金決済よりも素早く安定して決済完了できる。 

決済に要する時間について、キャッシュレス決済は現金決済との比較で、平均値がマイナス 9.2 秒/回、中央

値がマイナス 8.5 秒/回となり、素早い支払いが可能となることが分かった。 

また、それぞれの決済手段における決済に要する時間のデータのばらつきを四分位範囲で確認すると、現金

決済は 16.2 秒/回、キャッシュレス決済では 10.7 秒/回となり、キャッシュレス決済の方がより素早い決済を、よ

り安定的に実施できる傾向があると言える。 
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図表 68 決済手段別の所要時間（N=5,886） 

 

 

◆ セルフレジ（キャッシュレス対応券売機含む）で両替の頻度が 3 分の 2（67%）削減される。 

セルフレジ利用時におけるキャッシュレス決済の利用意向は、日本全体のキャッシュレス決済比率と比較して

も高い水準となっているとの調査結果（2020 年、一般社団法人キャッシュレス推進協議会）もあり、セルフレ

ジの導入により店舗におけるキャッシュレス決済比率が増加することで、店舗における現金取扱いに係る業務の

効率化につながるほか、レジ対応業務も効率化されると考えられる。ヒアリングにおいても、両替時間・手数料

が減少したといった声が聞かれた。 

 

【導入の背景】 

－セルフレジを導入した店舗の背景当初は東京オリンピックのインバウンド狙いでキャッシュレス対応券売  機の導入を検討

した。インバウンドは単価も高いため、ストレスフリーに利用してもらえる環境づくりが大事だと考えた。コロナ禍をきっかけに、購

入した食券を従業員に手渡すフローを非接触にできることにも魅力を感じた。 

[定量的な効果] 

  

⚫ キャッシュレス対応券売機を導入する前には、金融機関で両替する頻度が週

３回程度であったが、導入した後は、週１回程度に減った。 

  

⚫ ２万円/月程度かかっていたが、８千円/月程度に減らすことができた。 

 

  

⚫ 価格が 1,000 円を超えると、お客様の心理的抵抗が高くなりやすく、客単価

が 1,000 円を超えにくかったが、キャッシュレスだとそういった心理的抵抗が薄ま

り客単価を増加させることが出来た。 

両替時間 67%減 

両替⼿数料 60％減 

客単価 1~2％増加 
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[定性的な効果] 

  

⚫ 従業員が現金を触る機会やお客様と接触する機会が減った。 

 

  

⚫ つり銭のミス等の現金取扱いの従業員の精神的負荷は多少下がった。 

⚫ 一方で、現金が残っているため、上記は完全には解消されてはいない。 

（出典） 事務局が 2021 年 12 月～2022 年 2 月に実施した先進的な取組を進めている 15 店舗に対するヒアリング調査 

 

◆ モバイルオーダーで注文受け時間が最大 80％削減される。 

モバイルオーダーの利用によって消費者がオンラインで注文を行うことができ、従業員が注文を受ける作業を

行う必要がなくなることに加え、基本的にキャッシュレス決済であることから、店舗の現金取扱い額が減少するこ

とによる業務時間削減効果が期待できる。ヒアリングにおいても、レジ対応業務や注文受け業務等が効率化

されたとの声が聞かれた。 

 

【導入の背景】 

ー モバイルオーダー導入のきっかけは人材不足。オーダー業務を削減できれば採用コストや人件費を削減できると考えた。また、

オーダーとレジ業務で非接触が実現できる点も大きい。 

ー コロナ渦で売上が減少したため、少しでも新規顧客の獲得につながるとよいと思って導入を決めた。 

[定量的な効果] 

  

⚫ レジ対応の所要時間は、1 組 3 分程度。オンライン決済がもっと増えると時間

は短くなる。 

  

⚫ オーダーは、1 件あたり 3 分程度。モバイルオーダーではこの時間がなくなる。モバ

イルオーダーの利用率は全体の 8 割程度に達している。 

  
⚫ 以前は週 1 回以上であったが、現在は月 2 回程度である。 

 

  
⚫ 客単価が、1,000 円から 1,200 円に上がっており、売上増にも結び付いてい

る。 

  
⚫ モバイルオーダーを利用する常連ができたため、顧客数が増え、会計件数が

230 件/週から 240 件/週に増加した。 

[定性的な効果] 

  
⚫ ピークタイムでは調理をしながら合間にレジ打ち作業を行うようなケースがあり、こ

れがなくなるのは精神的に楽である。 

（出典） 事務局が 2021 年 12 月～2022 年 2 月に実施した先進的な取組を進めている 15 店舗に対するヒアリング調査 

 

◆  フルキャッシュレスで違算金の確認時間が最大 100%削減される。 

フルキャッシュレスで営業することで店舗における現金取扱量が限りなく少なくなり、現金を取扱う限り必須

で実施しなければならない売上・違算金確認業務、売上金入金・両替業務等が不要となるため、大幅な効

衛生面 向上 

従業員の 
精神的負荷 軽減 

レジ対応時間 20%減 

注文受け時間 80～90％減 

売上⾦振込・ 
両替時間 

客単価 

決済件数 

50～80％減 

20％増加 

5%増加 

従業員の 
精神的負荷 

軽減 
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率化が見込まれる。ヒアリング結果においても、違算金確認業務や両替時間でほぼ 100%の削減効果が見ら

れた。 

 

【導入の背景】 

ー 店舗業務を 2 人で行うために、現金を取扱う時間を省き、オペレーションの効率化を期待。 

ー 売上金が無くなることに対する、経営者と従業員、双方の心理的な負担の削減を期待。 

[定量的な効果] 

  
⚫ 違算金が発生した際は、対応に 30 分～１時間程度かかるが、フルキャッシュ

レスのため、必要がない。 

  ⚫ 両替に 1～2 時間かかっていたが、フルキャッスレスだと完全にゼロになる。 

[定性的な効果] 

  

⚫ 防犯上危険である現金の持ち歩きをなくすことが出来た。 

 

  

⚫ 現金が紛失することでアルバイトを疑うことがなくなった。経営者・従業員双方

にとってストレスが減った。 

  

⚫ キャッシュレスでのレジ対応はオペレーションがパターン化されており、レジ業務の

手間の削減に貢献している。 

（出典）事務局が 2021 年 12 月～2022 年 2 月に実施した先進的な取組を進めている 15 店舗に対するヒアリング調査 

 

◆ 会計システムと連携させることで、売上伝票入力や確定申告に要する時間と費用が最大 100％削減される。 

POS システムが会計システムと連動している場合は、売上等の決算に必要となる情報の集計や、必要書類

の作成等の業務が自動化されるため、売上伝票入力や確定申告に要する時間と費用について大幅な効率

化が見込まれる。ヒアリングにおいても、売上伝票入力や確定申告に係るコストが削減したとの声が聞かれた。 

 

【導入の背景】 

ー 経費を抑えるというよりは、売上を上げるための時間を使いたい、という思いで導入。将来の多店舗展開にも必須と考えてい

る。 

ー 商工会議所の勧め。 

[定量的な効果] 

  
⚫ 昼間 8～10 時間働いた後、6～8 時間かけて実施していた伝票入力・勘定項

目登録作業が自動化されている。 

  
⚫ 売上発注伝票入力、確定申告の資料作成等の税理士に依頼していた業務

が減り、以前は 70 万円支払っていたが 10 万円になった。 

  
⚫ 給与明細の作成時間に要していた 4 日×6 時間／月分の業務が自動化され

た。 

（出典）事務局が 2021 年 12 月～2022 年 2 月に実施した先進的な取組を進めている 15 店舗に対するヒアリング調査 

 

窃盗リスク 削減 

従業員の 
精神的負荷 

軽減 

レジ対応業務 軽減 

違算⾦確認時間

 

両替時間 

100%減 

100%減 

伝票⼊力・確定申

告書類作成時間 

税理士への 
支払い⾦額 

給与明細 
作成時間 

100%減 

85%減 

100%減 
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４.４.３.３. メリットを増加させる工夫 

◆ キャッシュレス決済と連動したサービスを併用することでキャッシュレス決済の導入による売上の増加や業務の

効率化に結び付くメリットが増し、決済時間の短縮が図られる。 

キャッシュレス決済を導入していることに加え、キャッシュレス決済が基本的に前提とされているサービスを導入

することによって、効果を実感しやすいという結果となった。 

キャッシュレス決済を前提とするサービスの導入によりキャッシュレス決済比率が向上すること等から、より効果

を実感する店舗が多くなったと考えられる。 

 

図表 69 キャッシュレス決済と連動したサービスを併用による効果 

 サービスを併用していない店舗 サービスを併用している店舗 

売上の増加に結び付くメリットが得られたと感じた回答者  18.9%  最大 63.3% 
 

業務の効率化に結び付くメリットが得られたと感じた回答者  22.0%  最大 73.3% 
 

決済時間の短縮が図られたと感じた回答者  12.2%  最大 50.0% 
 

 

 

◆ POS システムと連動したサービスを併用することでキャッシュレス決済の導入による売上の増加や業務の効率

化に結び付くメリットが増し、決済時間の短縮が図られる。 

キャッシュレス決済の導入と併せて、POS シムテムの導入・連動を行うことによって、さらにキャッシュレス決済

導入のメリットを実感していることがうかがえる。 

 さらに、POS システムとキャッシュレス決済を連動することによって、支払いの操作が 1 回で完了することや、販

売情報を管理できること等から、より効果を実感する店舗が多くなったと考えられる。 
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図表 70 POS システムと連動したサービスを併用による効果 

 POS システムを 

導入していない店舗 

POS システムと 

連動している店舗 

売上の増加に結び付くメリットが得られたと感じた回答者 17.2%  48.5% 
 

業務の効率化に結び付くメリットが得られたと感じた回答者 20.9%  45.0% 
 

決済時間の短縮が図られたと感じた回答者 10.5%  35.5% 
 

 

 

第１・２回検討会での主な意見は以下の通り。 

（店舗への調査等について） 

 昨年度の検討では、現金取扱いコストの見える化には至っていないことから、この点も含めて比較検証が

必要。 

 キャッシュレス決済未導入の理由として一番多いのは、現状で特段不自由してないというもの。「導入の

意思がない人が挙げる理由」と「真にニーズのある人の出来ない理由」はきちんと区分する必要がある。 

（店舗への周知・広報について） 

 キャッシュレス決済導入のメリットについて、中小事業者と個人事業主にはコスト削減に関するメッセージ

はほとんど響かない。売り上げ増加や来客数増加等のメリットを手厚く出すことが重要。 

 キャッシュレスを導入しない理由として、消費者から要望がない、導入のメリットがないと示されているが、

消費者がキャッシュレス決済未導入の店舗を回避している実情があり、それを示す調査もある。そのことを

加盟店が認識すれば導入が進むだろう。加盟店に伝えていく努力が必要である。 
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４.５. キャッシュレス決済におけるペーパーレス 

４.５.１. ペーパーレス化に係るこれまでの検討 

現状、消費者がクレジットカードによる決済を行った場合、レシートに加え、最大で３枚の売上票（消費者控、

店舗控、カード会社控）が発行される。 

これらの売上票のペーパーレス化によって削減が可能となる主要なコストとしては、「ロール紙代」、「保管料」、「決

済時間の長時間化」が挙げられる。また、これらのコスト削減に加え、印刷に必要な機材の低廉化が図られ、キャッ

シュレス決済にかかるコスト削減に寄与する可能性がある。 

令和 2 年度検討会では、3 枚の売上票について決済手段別の書面控の交付・保管義務について現状整理を

行った。これらの整理を踏まえ、今年度は消費者及び店舗における実際の取扱状況を把握するための調査を行っ

た。 

なお、一般社団法人日本クレジット協会が事務局を務めるクレジット取引セキュリティ対策協議会において、

2025 年までにクレジットカード取引におけるカード会社控の署名を任意化する方向で検討が進められている。その

状況を踏まえ、今年度は消費者控と店舗控を検討の対象とすることにした。 

 

４.５.２. ペーパーレス（消費者控） 

消費者にキャッシュレス決済の消費者控の取扱状況を調査したところ、約７割が受け取っていると回答した。消

費者控を受け取る主な理由として、キャッシュレス決済の請求明細との照らし合わせや、店舗から返品に必要と言

われることが挙げられた。 

店舗への調査では、約４割が消費者控を返品等を行う際の証憑として利用する、もしくは、領収書代わりに利

用すると回答があり、消費者控が、商習慣上利用されている場合がある結果となった。 

消費者控を紙で受け取る以外の方法として、消費者控における情報を電子データで受領する方法がある。消費

者への調査の結果、電子データで受領することについて、約 7 割が不都合はないと回答している。ただし、一部の消

費者は電子化に以下の理由で不都合があると回答をしており、消費者控の電子化を検討する際は一定の配慮が

必要であると考えられる。 

➢ 「間違いがないかその場ですぐに確認したい」「紙の方が整理、保管、請求明細との照合や家計簿をつける

のに便利」 

➢ 「スマートフォンを持っていない」「電子機器の操作に不安がある」「電子機器のデータ容量や通信費への負担

を懸念している」 

➢ 「会計処理、会社の経費処理、確定申告等に使用している」 

このような消費者のニーズや商慣習も踏まえつつ、消費者控のペーパーレス化によるコスト削減の意義も考慮し、

在り方については引き続き検討していく。 
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４.５.３. ペーパーレス（店舗控） 

店舗にキャッシュレス決済の店舗控の取扱状況について調査したところ、約８割の店舗が紙の店舗控を発行し

ていると回答した。 

キャッシュレス決済の利用によって、紙の店舗控の発行がある場合は、所得金額の根拠となる書類であることから

法令上、保存義務が発生する。調査においても、約４割の店舗が税務処理上の必要性を理由として店舗控を

保管していると回答している。 

一方で、紙での発行義務自体はないため、電子データを保存する必要はあるものの、店舗控を電子データで代

替することによって、紙での保管による負担を軽くすることが出来る可能性がある。 

ただし、電子データではなく紙の店舗控が必要と回答している店舗もあることから、店舗に不利益が生じないよ

う、注意する必要がある。 

＜紙の店舗控を必要とする理由の例＞ 

➢ 「紙の店舗控の方が内容の確認を迅速に行うことが出来る」「紙の方が管理が楽」 

➢ 「トラブルの予防やトラブル発生時の対応等のために紙の店舗控が欲しい」 

➢ 「機器の故障やデータ破損等が心配」「機器の操作に不安がある」 

この点、業界団体において、紙の店舗控の発行をオプション化しようという動きがあり、店舗のニーズに応じて柔軟

に対応していくことが望まれる。 

 

第１・２回検討会での主な意見は以下の通り。 

（ペーパーレスについて） 

 ほぼ全ての領域で、ペーパーレスでも問題なくなりつつある。ペーパーレス化というものを、慣習を変えるところ

から進めていく必要があると考えている。 

 ペーパーレスの現状について整理されているが、法令上の制約がなくなってきている一方で、他の各種ルー

ルによって残されている現状がある。最終的には周知よりも、ブランドルールや加盟店規約を決める権限を

有する事業者で議論をするのが望ましいのではないか。そのための材料として、消費者や加盟店に対して

調査を実施し必要性について深掘りするという方針には賛成する。 
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５. キャッシュレス推進施策の方向性 

キャッシュレス決済の普及に向けては、店舗におけるキャッシュレス決済の導入拡大及び消費者によるキャッシュレ

ス決済の利用拡大の二つの方向性が存在する。 

キャッシュレス決済利用者が増加すると、店舗が導入するメリットや必要性が増す一方、利用可能な店舗の拡

大により利便性が向上することによって、消費者の利用拡大が期待されることから、双方に並行して取り組むことが

必要と考えられる。 

 

店舗側については、キャッシュレス決済導入のメリットを実感しうまく活用している店舗が存在する一方、加盟店

手数料負担等により、コストに比較してメリットが実感できていない店舗が存在することが、今年度の検討を通じて

判明した。 

コスト面では、インターチェンジフィーの国際ブランドによる公開や、アクワイアラから加盟店に対する主要なコスト項

目の説明がなされることによって加盟店市場での透明性向上及び競争活発化が進むように促すとともに、業界協

調によるコスト削減・効率化等により、加盟店手数料の引下げに向け取り組んでいく。 

また、本検討会で見える化した店舗のキャッシュレス決済導入メリットについては、店舗に対して、店舗にとっての

メリットを訴求するとともに、メリットをより大きく感じられるキャッシュレス決済の導入方法のノウハウの展開を行うこと

で、各事業者に最適なキャッシュレス決済の導入を促していく。来年度以降、コンテンツを作成した上で、周知・広

報を行い、普及を図る。 

これらの取組を通じて、キャッシュレス決済の更なる推進に向け、店舗側がコストとメリット双方を勘案して、自店

舗に最適なキャッシュレス決済を店舗が納得して選択できる環境整備を目指す。 

 

消費者側についても、今年度意識調査において、無駄遣いやセキュリティ等に対する不安から利用をためらって

いる層が一定程度存在することが判明したことを踏まえ、家計簿アプリ、利用上限設定といった消費者の不安の

解消に資するサービスや、決済事業者等による不正対策の取組の訴求等を通じて、消費者が利用する際にボトル

ネックとなるキャッシュレス決済の不安要素の解消等に向け取り組む。 

合わせて、キャッシュレス化の社会全体の意義や、より現状のキャッシュレス化の実態を示すような新指標の検討

を進めることで、キャッシュレス化による将来像を示すとともに、日常利用が進むキャッシュレスの実態を提示し、消費

者におけるキャッシュレス決済の更なる利用拡大を目指す。 

このように、キャッシュレス決済を店舗が納得して選択できる環境整備と消費者利用拡大の両面から、更なるキ

ャッシュレス決済の普及促進を進めていく。 

 

第 2 回検討会での主な意見は以下の通り 

（キャッシュレス決済普及の方向性について） 

 キャッシュレス決済の拡大目的を、消費者、店舗、政府、決済事業者で確認し、合意する必要がある。

拡大意義を消費者周知のメッセージに活用できる可能性もある。 



68 

 キャッシュレスの利用について、社会的意義や善であるということを見出せれば、その意義に沿う形で各社

が商品サービスの設計を行うことで、競争戦略の方向性が出てくる。 

 キャッシュレス決済比率を上げる目的や社会的意義を明確にするべきである。キャッシュレス決済比率が

上がるとどんな社会になるのか、皆でビジョンを共有する必要がある。 

 

 

 

 


